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・通報又は調査に協力したことを理由に、不利益な扱いを受けることはありません。
・審議・調査の際には、通報者が特定されないよう十分な配慮が行われます。
・通報内容と利害関係のある職員は審議・調査の実施者から除外されます。
・処理終了後も、是正措置・再発防止策が十分に機能しているか確認を行います。
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